
 

 

 

    費用弁償 

ボランティア活動は、無償が原則です。以前は、交通費などのお金

も自らが持ち出し（自己負担）で活動するという考えもありました。  し

かし最近では、活動の報酬としてではなく、その活動に伴う材料    費や交

通費などに相当するお金（実費）が支払われることがあります。これ

を「費用弁償」といいます。 

 

  ボランティア保険 

活動の事故に備えて、ボランティア保険への加入をおすすめします。

活動中の事故には次のようなものがあります。 

【傷 害 事 故 】ボランティア自身が活動中に事故にあったり、

ケガをした場合 

【賠償責任事故】活動中に相手にケガをさせてしまったり、活

動先で物を壊してしまった場合 

市民のボランティア活動に対しては、「横浜市市民活動保険」が適用

されます。また、掛金を払って加入できる保険もあります。 

◆市民活動保険とは…◆ 

・市民であれば加入している 登録や掛金は必要なし 

・事故が起きた場合の届け出先は区役所総務課（１ヶ月以内） 

・活動内容によっては適用されない場合もある 

例）実費を超えた「費用弁償」が支給されている場合／

単発の活動／学校管理下の行事・福祉講座等 

◆ボランティア保険の窓口◆ 

・全社協ボランティア活動保険（加入窓口：区社協） 

・県ボランティア事故共済（申込用紙配布窓口：区社協等） 

 
ボランティアは、社会に暮

らす一員として、共に支えあ

い、学びあいながら進めてい

く活動です。 

一人ひとりが「自分の意志

でできることをしよう」とい

う活動で、仕事のように「～ 

しなければならない」という

ものでありません。 

ボランティアには様々な活

動があり、参加することでい

ろいろな出会いや発展もあり

ます。自分の出来ることや楽

しめることから始めてみまし

ょう！ 

 
 
 

 

 
開 館  * 月 ～土 ９：００～１７：００ 

    （祝祭日・年末年始は除く） 

住 所  *    鶴見区鶴見中央4-37-37  

         

ＴＥＬ * ５０４－５６２５（ボランティア専用） 

５０４－５６１９（社協代表） 

 ＦＡＸ * ５０４－５６１６ 

Ｅ－ｍａｉｌ * ｉｎｆｏ＠ｙｔｕｒｕｍｉ‐ｓｈａｋｙｏ．ｊｐ  

ＵＲＬ * ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｔｕｒｕｍｉ－ｓｈａｋｙｏ．ｊｐ／     

〒230-0051 

リオベルデ鶴声２階 
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  ボランティア活動までの流れ 

 
登録 してほしい人 

相談 

ボランティアのこころがまえ 

①約束を守る 
時間や一度決めたこと、ルールなどは必ず守りましょう 

②プライバシーを守る 

ボランティアセンター 
（アシスタントコーディネーター） 

活動内容・日時・場所 費

用弁償・人数などの確認 

打ち合わせや顔合わせの手配

双方の詳細確認 

 
  
 

 実際の活動  

 

  報 告  

 
 
 

体調や悪天候などによ

り、やむをえず活動がで

きなくなった場合は、速

やかにボランティアセン

ターか依頼者に連絡をと

ってください！ 

（緊急事の連絡先は予め

決めておきます） 

活動をとおして、個人のプライバシーに関わることもあります

お互いの信頼関係のため、他言はやめましょう 

③対等な関係を築く 
ボランティアは、「してあげる」「してもらう」関係では

なく、対等な関係であることを意識しましょう 

④できること・できないことをはっきりさる 
無理をせず、できないときは、はっきり「できない」と

言いましょう 

⑤相手のニーズに合わせて活動する 
人によって「できること」「できないこと」・「してほしい 

こと」「してほしくないこと」は違います。相手の方の気持ち

を確認して活動しましょう 

 

ボランティアセンターは、ボランティアをしたい人・して

ほしい人の間に立って、活動の調整をします。 

疑問や不安に感じたことや、活動の感想や報告など、お気

軽にご連絡ください。 

職業斡旋はしていません。 

⑥安全には気をつける 
お互いに、事故やケガには注意しましょう 

万が一に備えてボランティア保険に入りましょう     

 

ボランティア

したい人 


